
コピー不可

2025年 10月～2026年 9月　フェリーでらくらく移住割引証

北海道へ移住を検討されている方へ

乗船に関するお問合せ

以下は市町村で記入いたします。

発行年月日

　　　　　年　　　月　　　日

発着地（いずれかに○を） 出発：　青森　・　大間　・　函館　・　室蘭 ⇒ 到着：　青森　・　大間　・　函館　・　室蘭

※移住（体験）者からの割引の申し出があった場合は、市町村から移住検討者あてに割引証を送付いただきますようお願いします。

※往復利用の場合は、別々に2枚発行してください。（コピー不可）

以上

証明印　〈No.  　　　　　　　　　　  ー　　　　　　　　　　　　　〉

このことについて、ちょっと暮らし等の利用を証明する。
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

移住（体験）者の
代表者氏名と
乗船予定日

氏名（カタカナ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

乗船予定日　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

津軽海峡フェリーでは、北海道移住促進協議会加盟の市町村が実施している
移住の取り組みを応援しています。

協議会加盟の各市町村の移住相談窓口から、本割引証の証明を受けると、

青森（青森・大間）～北海道（室蘭・函館）航路が通常運賃の20％割引でご利用いただけます。

お電話でのご予約時に、本割引証ご利用の旨をお申し出ください。

また、乗船手続きの際、必ず本割引証をご持参ください。

（ご利用の際の注意）
※乗船の際、本割引証を持参されていない場合や、市町村の証明印がない場合、割引は無効とさせていただきますのでご注意ください。

津軽海峡フェリー 株式会社

証明欄

お客様が次の通り移住（体験）を検討していることを証明します。

1．ちょっと暮らし体験者
2．協議会加盟市町村等で実施する移住体験ツアーなどの参加者
3．移住を検討しており、その下見をする方（移住相談窓口への訪問）
4．上記1～3のいずれかのプロセスを経て移住される方（転勤等による移住を除く）

［有効期間］ 乗船日 自2025年10月1日～至2026年9月30日 ※適用除外日なし

［割 引 率］ 旅客運賃20％、6m未満の乗用車運賃および特殊手荷物（バイク等） 20％

※割引証1枚につき、1グループ（14名まで）適用

※他の割引と重複しない

室蘭フェリーターミナル TEL （0143）83-4080

函館フェリーターミナル TEL （0138）43-4545

青森フェリーターミナル TEL （017）766-4733

大間フェリーターミナル TEL （0175）37-3111

（電話予約受付時間／9:00～18:00）

 2023.10-2024.09　津軽海峡フェリー移住割引証



コピー不可

2025年 10月～2026年 9月　フェリーでらくらく移住割引証

北海道へ移住を検討されている方へ

乗船に関するお問合せ

以下は市町村で記入いたします。

発行年月日

　2025　年　11　月　3　日

発着地（いずれかに○を） 出発：　青森　・　大間　・　函館　・　室蘭 ⇒ 到着：　青森　・　大間　・　函館　・　室蘭

※移住（体験）者からの割引の申し出があった場合は、市町村から移住検討者あてに割引証を送付いただきますようお願いします。

※往復利用の場合は、別々に2枚発行してください。（コピー不可）

以上

このことについて、ちょっと暮らし等の利用を証明する。
　

　　　　○○町 ○○○○部 参事　　住田 良多　　　　㊞

移住（体験）者の
代表者氏名と
乗船予定日

氏名（カタカナ）　　　　　　　ドウナイ　　スミコ　　　　　　　　様

乗船予定日　　　2025　年　　　11　　月　　11　　日

証明印　〈No.  　　　１９　　　　  ー　　　ＴＫ　０１　　　　　〉

津軽海峡フェリーでは、北海道移住促進協議会加盟の市町村が実施している
移住の取り組みを応援しています。

協議会加盟の各市町村の移住相談窓口から、本割引証の証明を受けると、

青森（青森・大間）～北海道（室蘭・函館）航路が通常運賃の20％割引でご利用いただけます。

お電話でのご予約時に、本割引証ご利用の旨をお申し出ください。

また、乗船手続きの際、必ず本割引証をご持参ください。

（ご利用の際の注意）
※乗船の際、本割引証を持参されていない場合や、市町村の証明印がない場合、割引は無効とさせていただきますのでご注意ください。

津軽海峡フェリー 株式会社

証明欄

お客様が次の通り移住（体験）を検討していることを証明します。

1．ちょっと暮らし体験者
2．協議会加盟市町村等で実施する移住体験ツアーなどの参加者
3．移住を検討しており、その下見をする方（移住相談窓口への訪問）
4．上記1～3のいずれかのプロセスを経て移住される方（転勤等による移住を除く）

［有効期間］ 乗船日 自2025年10月1日～至2026年9月30日 ※適用除外日なし

［割 引 率］ 旅客運賃20％、6m未満の乗用車運賃および特殊手荷物（バイク等） 20％

※割引証1枚につき、1グループ（14名まで）適用

※他の割引と重複しない

室蘭フェリーターミナル TEL （0143）83-4080

函館フェリーターミナル TEL （0138）43-4545

青森フェリーターミナル TEL （017）766-4733

大間フェリーターミナル TEL （0175）37-3111

（電話予約受付時間／9:00～18:00）

見本

●証明者は、市町村の職員であれば、

どなたでも構いません。

●発行番号は、市町村で管理しやすい番号で結構です。
●濫用を防ぐため、できるだけ公印でご対応ください。
●発着地は、青森側は2箇所（青森・大間）から、

北海道側は2箇所（室蘭・函館）から選択できます。

 2023.10-2024.09　津軽海峡フェリー移住割引証


